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従業員各位
株式会社●●

確定申告することで税金を少なくできる可能性があります。

１．確定申告すると税金が少なくなる理由
令和７年度税制改正により、令和７年分年末調整で控除を多く受けられるようになりました。
しかしながら、「令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ（１－12 令和７年１２月１日以後居住者として給与の支払を受けていない人）」によると、令和７年１２月１日以後の給与・賞与の支給がない場合、令和７年度税制改正を適用できません。
令和７年１２月１日以後の支給がなかったため、改正前の内容で年末調整しました。
確定申告することで令和７年度税制改正の内容で控除を受けることができます。
（ご参考：国税庁の「令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ」）
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２．確定申告の方法
(1) 確定申告は国税庁のホームページから行えます。令和８年１月５日から令和７年分の確定申告ができる見込みです。お手元に「給与所得の源泉徴収票」を用意してください。

(2) 確定申告に関する質問は、国税庁のヘルプデスクに問い合わせてください。
　（国税庁　確定申告書作成コーナー）　　（国税庁　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク）
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]　[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
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